
第１回ふくやま未来大賞実行委員会 

 

日 時：2026年（令和 8年）4月 27日（月） 

      設立会議終了後 

場 所：本庁舎 6階 60会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

（１）2026年度（令和 8年度）事業計画（案）について 

（２）2026年度（令和 8年度）収支予算（案）について 

（３）ふくやま未来大賞企画運営業務委託に係る公募型プロポーザル（案）について 

 

３ そ の 他 

（１）審査委員会の委員委嘱に関する考え方について 

 

４ 閉  会 
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2026年度（令和 8年度）事業計画（案）について 

 

１ 実行委員会の開催 

 ・事業計画や収支予算など制度全体の運営について議論 

   ・年４回程度の開催を予定 

 

２ 事業者の選定【５月～６月】 

   ・本制度を企画運営する事業者を公募型プロポーザル方式にて選定 

 

３ 情報発信方法の構築【６月～】 

   ・特設サイトの新設 

   ・各種メディアを通じた広報 

 

４ 候補者の発掘【７月～８月】 

   ・推薦団体へ候補者の発掘を依頼 

   ・候補者の集約 

 

５ 書類審査の実施【９月】 

   ・事務局において推薦条件の適合を確認 

 

６ 専門家ヒアリングの実施【９月～１０月】 

   ・必要に応じて候補者の取組について専門家に意見聴取 

 

７ 候補者ヒアリングの実施【９月～１０月】 

   ・必要に応じて候補者に対して自らの取組について詳細を確認 

 

８ 第１次・第２次審査の実施【９月～１２月】 

   ※審査委員会の委員については、各分野の有識者から選出 

   ・第１次審査は、実行委員会において必要に応じて候補者を絞り込み 

・専門家ヒアリング、候補者ヒアリングの内容を踏まえて審査 

   ・第２次審査は、第１次審査で絞られた候補者から未来大賞を選出 

 

９ 表彰式の開催【２月～３月】 
 

10 受賞者の情報発信【３月～】 

   ・特設サイト等で紹介 
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2026年度（令和 8年度）収支予算（案）について 

 
 

収 入                （単位：円） 

費 目 予算額 説 明 

負担金 9,800,000 福山市からの負担金 

諸収入 100 利子等 

合計 9,800,100  

 

 

支 出                 （単位：円） 

費 目 予算額 説 明 

事業費 

報償費 850,000 審査委員、専門家への謝礼・交通費 

委託料 8,500,000 

①告知・広報・募集業務 

・本賞の告知・広報 

・候補者募集 

②審査・表彰・事後フォロー業務 

 ・書類審査、専門家ヒアリングの運営支援 

 ・審査の運営支援 

 ・表彰式開催業務 

③トロフィー作成 

旅費 200,000 審査委員等との協議 

事務費 
需用費 100,100 事務用品ほか 

使用料 150,000 会場使用料 

合計 9,800,100  

※支出予算は各費目間で流用することができる。 
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ふくやま未来大賞企画運営業務委託に係る公募型プロポーザル（案）について 

 

１ 業務の目的 

ふくやま未来大賞の安全かつ効率的な運営のため、専門的な知見と実績のある民間事業者に委託

するもの。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

  ふくやま未来大賞企画運営業務 

(2) 業務内容 

ア 情報発信方法の構築 

・特設サイトの新設、各種メディアを通じた広報、ロゴマークの開発を行う。 

イ 候補者の発掘 

 ・推薦団体の選定、推薦団体への候補者発掘の依頼、候補者の集約について支援する。 

ウ 書類審査の実施 

 ・事務局にて行う推薦条件の適合確認について支援する。 

エ 専門家ヒアリングの実施 

 ・候補者の取組について専門家に見解を聞く作業について支援する。 

オ 候補者ヒアリングの実施 

 ・候補者に対して自らの取組について説明を聞く作業について支援する。 

カ 第１次審査の実施 

 ・審査に係る資料の作成など審査の実施について支援する。 

キ 第２次審査の実施 

 ・審査会の開催、審査会のファシリテーターなど審査の実施について支援する。 

ク 表彰式の開催 

 ・表彰式の企画運営を行う。 

ケ 受賞者の情報発信 

 ・特設サイト等で紹介 

(3) 業務履行期間 契約締結の日から 2027年（令和 9年）3月 31日まで 

 

３ 委託費 

  委託費の上限は 7,500,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む）。 
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４ スケジュール（案） 

項 目 日 程 

公告 2026年（令和 8年）5月 1日（金） 

実施要領等の配付 公告の日から 2026年（令和 8年）5月 15日（金） 

質問書の受付期間 2026年（令和 8年）5月 1日（金）から同年 5月 12日（火）まで 

質問書に対する回答 2026年（令和 8年）5月 13日（水） 

参加申込書の受付 公告の日から 2026年（令和 8年）5月 15日（金） 

参加確認結果の通知 2026年（令和 8年）5月 20日（水） 

企画提案書の受付期間 2026年（令和 8年）5月 20日（水）から同年 6月 1日（月）まで 

プレゼンテーションの実施 2026年（令和 8年）6月 3日（水） 

審査結果の通知 2026年（令和 8年）6月 5日（金） 

 

５ プロポーザル審査会について 

 別紙「ふくやま未来大賞企画運営業務委託業者プロポーザル審査会設置要領（案）」のとおり 



ふくやま未来大賞企画運営業務委託業者プロポーザル審査会設置要領（案） 

     

（設置） 

第１条 ふくやま未来大賞実行委員会（以下「実行委員会」という。）が発注するふくやま未来大賞

企画運営業務（以下「本業務」という。）に係る委託業者の適正な選定を行うため、ふくやま未来

大賞企画運営業務委託業者プロポーザル審査会（以下「本審査会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 本審査会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 

 （１）本業務に係る委託業者の選定に関すること。なお、選定基準については、別に定めるものと

する。 

 （２）その他委託業者の選定を行う上で、特に本審査会に諮る必要があると会長が認める事項の

審議を行うこと。 

（組織） 

第３条 本審査会は委員５人以上をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 実行委員会の構成団体から推薦された者 

（２） 実行委員会事務局員 

（３） その他、本業務を実施するために必要な専門的知識を有するもののうち委員長が適任と

認めた者 

（会長） 

第４条 本審査会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 本審査会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 本審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 本審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 本審査会の会議は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。 

５ 本審査会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

６ 会長は、本審査会の円滑な運営を図るため、特に必要があると認めたときは、委員の書面表決

をもって会議に代えることができる。 

（委員等の責務） 

第６条 委員及び本審査会の会議に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らし

てはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（審査会の庶務） 

第７条 本審査会の庶務は、福山市企画財政局企画政策部企画政策課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本審査会に関して必要な事項は、会長が本審査会に諮って
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定める。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

  この要綱は、２０２６年（令和８年）  月  日から施行する。 

（要綱の廃止） 

この要綱は、ふくやま未来大賞企画運営業務の契約が締結された日をもって失効する。 



審査委員会の委員委嘱に関する考え方について

○審査委員

・経済・地方創生・デジタル・メディア等の分野に精通し、
その分野を代表する有識者

・委員は７名程度で構成し、そのうち１名以上は福山にゆかりのある
者とする

○特別審査委員

・受賞候補者が、科学・宇宙・芸術など審査委員の専門分野以外で
あった場合に対応するため、３名程度置く

○審査委員会には、福山市民を代表して福山市長が参画する

1
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審査委員会は、審査委員と特別審査委員で構成する

委員は、次の考え方に基づいて委嘱する

≪主な考え方≫



2026年4月27日時点

福山市 副市長 中村　啓悟

福山商工会議所 専務理事 後藤　　学

福山市商工会連絡協議会 会長 榊原　哲也

公益財団法人ひろしま産業振興機構　福山支所 支所長 鳥越　直樹

福山市農業協同組合 代表理事専務 藤田　正之

公益社団法人福山観光コンベンション協会 会長 西　　正尚

ソフトバンク株式会社
次世代事業開発本部
地域共創推進室室長

桑原　正光

広島県東部観光推進協議会 会長 秦　　啓介

福山大学 学長 大塚　　豊

福山平成大学 学長 冨士　彰夫

福山市立大学 学長 佐藤　利行

福山職業能力開発短期大学校 校長 千原　雄史

株式会社広島銀行福山営業本部 執行役員福山営業本部長 前川　敏彦

株式会社中国銀行　福山支店
福山支店長兼
備後広島地区本部副本部長

多川　大介

株式会社もみじ銀行　福山支店　 執行役員福山支店長 杉田　由明

株式会社日本政策金融公庫　福山支店 支店長 金谷　篤志

株式会社商工組合中央金庫　福山支店 支店長 林　　吾朗

連合広島東部地域協議会　福山地区連絡会 議長 木村　英明

株式会社NHKエンタープライズ　近畿総支社
第４制作センター
近畿・四国企画事業部副部長

井口　正子

株式会社NHKエンタープライズ　中国支社 副部長 原　真紀美

一般社団法人福山市医師会 会長 西岡　智司

（２１団体） ※敬称略

団体名 名前役職

ふくやま未来大賞実行委員会　委員名簿

参考
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